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７   会議の概要  

委員長    全員おそろいですので、ただいまから、議会

運営委員会を開会いたします。 

まず、委員会記録の署名委員に髙田  真里委

員、髙道委員を指名いたします。  

本日の協議事項は、お手元に配付のとおりで

あります。  

初めに、協議事項１番目、人事案件について

であります。 

去る１月２８日開催の本委員会においてお伝

えしておりますが、今本副市長及び宮口教育

長の任期が令和２年３月３１日に、教育委員

会委員、公平委員会委員、固定資産評価審査

委員会委員について、それぞれ１名の任期が

令和２年５月１７日に、人権擁護委員６名の

任期が令和２年６月３０日に満了いたします

ことから、これらについての人事案件が明日

の本会議に追加提出されます。 

また、昨日の各派代表者会議において、議長

からお話があったとおり、中村 健一副市長

が令和２年３月３１日をもって退任されるこ

とになりました。  

そこで、後任の副市長の人事案件も、先ほど

の人事案件と同様、明日の本会議で併せて追

加提出されることになりますので、御承知お
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き願います。 

なお、これらの人事案件については、会議規

則第３７条第３項の規定により、委員会への

付託を省略したいと思いますが、そのように

進めることとしてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのように決定いたします。 

ここで、念のため、これらの人事案件に対す

る議案質疑、討論の通告期限について確認し

ておきたいと思います。 

まず、議案質疑の通告期限については、質疑

が行われる日の前日、本日の午後５時まで、

討論の通告期限についても、本日の午後５時

までとなりますので、御承知おき願います。  

次に、協議事項２番目、木下議員に対する議

員辞職勧告決議（案）についてであります。  

このことにつきましては、金谷議員外５名の

議員から議員提出議案として３月２５日付で

提出される予定であり、その案文については

お手元に配付のとおりであります。 

そこで、この決議（案）につきまして、議長

は、明日、３月２５日の本会議において上程

し、提案理由説明の後、委員会付託を省略し、

直ちに討論・採決を行うとの判断を示してお
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られますが、そのように進めることとしてよ

ろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのように決定いたします。 

ここで、この決議（案）に対する質疑、討論

の通告期限について確認しておきたいと思い

ます。 

まず、質疑の通告期限については、質疑が行

われる日の前日、本日の午後５時まで、討論

の通告期限についても、本日の午後５時まで

となりますので、御承知おき願います。 

最後に、委員外議員である村上議員より事前

に発言の申し出が提出されておりますので、

お諮りいたします。 

村上議員の発言を許可することに賛成の諸君

の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕  

委員長    挙手多数であります。よって、村上議員の発

言は許可することに決定いたしました。 

      それでは、村上議員より発言を求めます。  

村上議員   お許しをいただきまして、発言いたします。 
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      昨日の予算決算委員会後期全体会におきまし

て、分科会長報告がありました。その際に、

送付された案件以外の質疑について報告があ

りましたが、本来、分科会において送付され

た議案以外での質疑というものはないものと

考えております。  

      したがって、なぜそのようになったのかとい

うことは、当日は傍聴しておりませんので分

かりませんけれども、分科会では議案以外の

質疑はないということを確認しておきたいと

思います。  

      委員長方がおられますけれども、議会全体の

共通認識として、議案以外での質疑はないと

いうことを御確認願います。  

委員長    今ほどの村上議員の発言につきまして、議会

運営委員会の委員長の立場から言いますと  

確かに分科会と委員会は連続しているわけで

ございます。これに関しましては、今の会議

規則ですとかいろいろなことを考えてみます

となかなか難しい部分もありますし、分科会

長報告で、村上議員が言われたように議案で

はないものを報告したということは、言われ

るとおりおかしい話で、ごもっともでありま

す。  

しかしながら、いろいろな質問については、
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委員会でのその他の質問の中で行っていただ

きたいという気持ちもあるのですけれども、

この件については議長へ報告しまして、判断

を仰ぎ、次回の委員長会議の中で議長からど

のような話があるのかを聞きたいと思います。 

      それでよろしいですか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

委員長    以上で、本日の協議事項は終了いたしました。 

次回の議会運営委員会は、明日、３月２５日

（水曜日）午前９時から開き、当日の本会議

の進め方についての確認を行った上で、午前

１０時からの本会議に臨みたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。  

これをもって、本日の議会運営委員会を閉会

いたします。 
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令 和 ２ 年 ３ 月 定 例 会 

（令和２年３月２４日） 

議 会 運 営 委 員 会 記 録 署 名 

委 員  長   金  厚 有 豊  

署名委員  髙  田 真 里  

署名委員  髙  道 秋 彦


